
※使用期間の約１か月前に美術館で打合せを行います。打合せの日程調整につきましては、事前に担当者から
　ご連絡いたします。打合せまでに使用許可申請手続き完了後にお渡しする「アートギャラリー使用の手引き」を
　よく読んでおいてください。また、打合せ当日は事前にお渡しする使用計画に関する書類をご記入のうえ、必ず
　ご持参ください。

【使用期間についてのご注意】
・アートギャラリーの使用期間は原則月曜日(休館日)の午後搬入～翌週月曜日(休館日)の午前搬出まで
　ですが、月曜日が祝休日にあたり休館日がその直後の平日となった場合は使用期間が変わります
　(開館時間及び作業時間　９：００～１７：００)。その場合使用料金も使用期間に応じて変わりますので
　ご注意ください。
・東広島市立美術館アートギャラリーの抽選会対象期間と東広島芸術文化ホールくらら市民ギャラリーの
　抽選会対象期間は施設が異なるため対応しておりません。抽選会に参加される際にはそれぞれの
　施設の抽選会対象期間、日程をよく確認のうえ、ご参加ください。

【お問い合わせ・書類送付先】
　〒７３９-００１５ 東広島市西条栄町９番１号
　　TEL:０８２-４３０-７１１７
東広島市立美術館　アートギャラリー担当
受付時間　平日９：００～１７：００
　　　　　　　(来館の場合は１６：００まで)
※開館前の令和2(2020)年11月2日までは土日
  祝日が休業日ですのでご注意ください。

抽選会参加時の
注意事項

・抽選会は団体代表者、もしくは実務責任者の方がご参加ください。
・抽選会当日は受付で「使用希望受付票」をお配りします。抽選会開始までにご記入の
　うえ、提出していただきますので時間に余裕をもってお越しください。
・「使用希望受付票」には展覧会名、展示作品の点数などをご記入いただきますの
　であらかじめご準備ください。※予定で構いません。
・使用希望期間の記入は１団体(個人)につき、第１希望までとします。

使用決定後
抽選会で使用期間が決定した後、「使用許可申請書」を提出していただきます。
※使用決定後は原則予約のキャンセルはできません。

使用料金の
お支払い

「使用許可申請書」をご提出していただいた後、請求書を発行しますので１４日以内に
お支払いください。使用料金のお支払い確認後、領収書を発行し、「使用許可書」と同
送いたします。

抽選会
参加準備

・抽選会に参加するには事前に団体登録が必要です。

・団体登録に必要な「美術団体等登録票」は美術館にご連絡のうえ直接取りに来ていた
　だくか、美術館のホームページよりダウンロードしてください。
・ご記入いただいた「美術団体等登録票」は参加する抽選会実施月の前月２５日(休館
　日に当たる場合は翌営業日)必着でご連絡のうえ直接美術館(東広島市西条栄町９番
　１号)にご持参いただくか、郵送でご提出ください。（※ご持参いただく場合、令和２
　(２０２０)年１１月２日まで土日祝は休業日のため、受付はできません。)また、FAX及び
　メールでの受付はしておりません。

※(例)令和２(２０２０)年５月実施の抽選会に参加する場合は前月の４月２５日必着で提出。

◆アートギャラリー申込方法◆

予約受付 使用を希望する期間の１２か月前の毎月１日に抽選会を行います。
※例）「令和３(２０２１)年５月使用分」の抽選会は令和２(２０２０)年５月１日に実施。

抽選会

・毎月開催の抽選会の詳細はホームページでご案内いたします。

・抽選日　 ：毎月１日(１月は５日に実施)
・抽選会場：東広島芸術文化ホールくらら内　諸室
・受付時間：９時０５分～９時３０分
　※９時３０分を過ぎますと抽選会にはご参加いただけません。
・抽選会当日は必ず印鑑をお持ちください。

東広島市立美術館公式ホームページ

https://hhmoa.jp/

貸館に関するご質問等は公式㏋の
お問い合わせフォームでも受付けています。
※書類の提出はできません。


